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実地指導等における主な指摘事項 

 

※ 下線は複数の事業所で指摘した事項 

【障害者支援施設】 

 

１．会計に関する事項 

（工賃規程） 

① 工賃規程の記載内容に関して、利用者の技能に応じて工賃に差別を設ける記載が見受

けられるが、適切ではないので、改善すること。 

（利用者への通知） 

② 当該年度の目標工賃及び前年度の工賃実績（平均額）を利用者に通知していないため、

通知すること。 

（補足等） 

 社会福祉法人会計基準に関する指摘については、省略。 

 

２．人員・労務管理に関する事項 

（資格要件） 

① 資格が必要な職種については、当該資格を有していることが確認できる書類を確認

し、写しを保存すること。 

（補足等） 

①について、従事させる前までに資格者証等の写しを提出させ、保存すること。過去に

は、無資格者によるサービス提供が不正請求と認められ、行政処分となった事例もある。

行政処分を受けると、事業所の指定取消、効力停止及び加算金を加えた報酬の返還など利

用者や事業所に多大な影響を及ぼすこととなるため、資格の保有状況は必ず確認するこ

と。 

 

 

３．運営に関する事項 

（重要事項説明書） 

① 重要事項説明書に関して、下記の措置を講じること。 

ア 非常災害時の対応について定めること。 

イ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施

した評価機関の名称、評価結果の開示状況）を記載すること。 

② 重要事項説明書の説明日を漏れなく記載すること。 
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（運営規程） 

③ 運営規程に関して、下記の措置を講じ、市に届け出ること。 

ア 下記の虐待の防止のための措置について定めること。 

ａ 虐待の防止に関する責任者の選定に関すること。 

ｂ 成年後見制度の利用支援 

ｃ 苦情解決体制の整備 

ｄ 虐待防止委員会の設置及び定期的な開催に関すること。 

ｅ 虐待防止研修の実施に関すること。 

 イ 従業者の職種に関して、実態に即した記載とすること。 

ウ 昼間実施サービスに係る通常の実施地域について、地域を明確に記載すること。ま

た、実施地域について、実態と齟齬が生じている場合は修正すること。 

 エ サービスの利用にあたっての留意事項に関して、利用者側が留意すべき事項（入所

期間中の生活上のルール、設備の利用上の注意事項等）とすること。 

 

（費用の徴収） 

④ 健康診断に関する費用については、指定基準上、施設入所支援を利用する利用者に対

して、毎年２回以上定期に健康診断を行うことが定められているため、利用者にその費

用の負担を求めないこと。  

⑤ 行政手続代行に関する費用については、指定基準上、利用者が日常生活を営む上で必

要な行政機関に対する手続等については、利用者又はその家族が行うことが困難である

場合、その者の同意を得て代わって行うことが義務付けられているため、利用者又はそ

の家族から当該費用を徴収しないこと。 

 

（非常災害対策） 

⑥ 地震を想定した避難訓練についても、定期的に実施すること。 

 

（事故） 

⑦ 医療機関の受診に至った事故または利用者、家族とのトラブルに至ることが想定され

事故については、速やかに市に報告すること。 

 

（身体拘束等の適正化） 

⑧ やむを得ず身体拘束等を実施する場合には、緊急やむを得ない理由（切迫性、非代替

性、一時性）に該当することを明確に記録すること。 

⑨ 従業者に対し、身体拘束等適正化のための研修を実施した際は、その記録を残すこと。 

⑩ 身体拘束等の実施にあたり、利用者家族からの同意を漏れなく得ること。 
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（虐待防止）  

⑪ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）及び新規採用時に実

施すること。 

（補足等） 

・ ⑨について、身体拘束等適正化に関する措置（身体拘束等適正化委員会の定期的な開催、

開催後の従業者への周知、身体拘束等適正化に関する研修の定期的及び新規採用時の実施、

身体拘束等適正化指針の整備）は、令和４年４月１日から義務化された項目である。令和

５年４月１日以降に基準を満たしていない場合には、従来の「やむを得ず身体拘束等を実

施する場合の記録を作成していない場合」に加え、身体拘束廃止未実施減算の対象となっ

た。 

実地指導において、身体拘束を実施していない、実施を想定していないとの理由で適正

化に関する措置を実施せず、減算の対象となる事例が見受けられることから、もれなく実

施すること。実施した際は、記録を必ず残すこと。 

 

・ ⑪について、虐待防止に関する措置は令和４年４月１日から義務化された項目である。

令和６年４月１日以降に基準を満たしていない場合には、虐待防止措置未実施減算が適用

される可能性があるため、漏れなく措置を講じること。 

 

４．処遇に関する事項 

（個別支援計画） 

① 個別支援計画を変更する際に実施したアセスメントについて、漏れなく記録するこ

と。 

② 個別支援計画の原案に、下記の事項を定めること。 

ア 目標及びその達成時期 

イ 当該計画に基づく支援期間 

ウ 当該目標を達成するため、提供する具体的な支援内容 

③ サービス担当者会議を実施した際は、会議での検討結果を漏れなく記録すること。 

④ サービス担当者会議の開催は、当該個別支援計画に基づく支援提供開始ができるよう

実施時期に留意すること。 

⑤ 個別支援計画の原案に対し同意を得た際は、利用者またはその家族に、同意日を記載

させること。 

⑥ 個別支援計画の原案に対する同意は、当該個別支援計画に基づく支援提供開始前まで

に得ること。 

⑦ モニタリング記録について、サービス管理責任者が利用者に面接したことを記録する

こと。 
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⑧ モニタリングの結果、個別支援計画の変更の必要性について、モニタリング記録にそ

の旨を明確に記載すること。 

 

（入浴） 

⑨ やむを得ない事由により入浴を中止し、清拭を実施した場合は、やむを得ない事由と

ともに清拭を実施した旨を記録すること。 

 

５．介護給付費（施設入所支援）の算定及び取扱いに関する事項 

（口腔衛生管理加算） 

① 口腔衛生管理加算の算定にあたっては、口腔衛生管理加算に係るサービスを実施する

同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家

族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得る

こと。 

② 口腔衛生管理加算の算定にあたり、歯科衛生士が施設従業者に対して具体的な技術的

助言及び指導を行った場合は、もれなく記録を残すこと。 

 

（栄養マネジメント加算） 

③ 栄養マネジメント加算の算定にあたっては、下記に関して改善措置を講じること。 

  ア 栄養スクリーニングの実施にあたり、血清アルブミン値を把握し、スクリーニン

グ記録に記載すること。 

イ １か月、３か月、６か月いずれかの体重減少率が所定の割合を超え、低栄養リス

クの見直しが必要であるにも関わらず、リスク評価を適切に見直さなかった事例が

見受けられたため、適切に栄養スクリーニングを実施し、その記録を正確に記載す

ること。 

  ウ 栄養アセスメントについて、栄養スクリーニングを踏まえた多職種による栄養ケ

アに関する課題を把握し、その記録をすること。 

エ 栄養ケア計画に、栄養アセスメントにて把握した栄養ケアに関する課題応じた支

援内容を定めること。 

 オ 栄養ケア計画に係る支援内容について、短期目標と齟齬が生じないように設定す

ること。また、具体的な内容を設定すること。 

  カ 管理栄養士がサービス担当者会議等に出席して栄養ケア計画原案について報告

し、当該計画原案に対する意見を求めること。 

  キ 栄養ケア計画に関するモニタリングについては、栄養スクリーニングによって適

切に評価した低栄養リスクに応じた頻度により実施すること。 
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（入院・外泊時加算） 

④ 入院・外泊時加算の算定にあたり、９日を超える入院にあっては、特段の事情のない限り、

原則として１週間に１回以上、職員が病院又は診療所を訪問し、日常生活上の支援を行うこ

と。入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整や交通手段の確保等を行うこと。 

また、いずれの場合も支援内容の記録を行い、入院の場合に特段の事情により訪問ができ

なくなった場合には、その具体的な内容を記録すること。 

（補足等） 

・ ①～③について、栄養マネジメント加算、口腔衛生管理加算の算定にあたっては、

「栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理体制加算及び口

腔衛生管理加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」によって定められ

た適切な手順により実施すること。 

・ ③について、栄養スクリーニングを適切に実施していない、栄養スクリーニングに関

する記録が不正確などにより、低栄養リスクの評価を「高リスク」とすべきところ誤っ

た評価としており、その結果、モニタリングの実施頻度が本来の頻度より少ない頻度と

なっていた事例が見受けられた。こうした事例を防止するため、各施設において、栄養

ケアマネジメントに関する事務処理が適切であるかチェック体制の整備を講ずること。 

 

 以上 


